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厚生労働科学研究費補助金 （女性の健康の包括的支援政策研究事業） 

分担研究報告書 

 

女性の健康を支援する立場にある地域、医療、教育現場、企業など各分野の 

取組の実態把握とその評価、課題・ニーズの抽出 

 

分担研究者 荒田尚子 1) 髙松 潔 2) 片井みゆき 3) 辻 真弓 4) 井ノ口美香子 5) 村嶋幸代 6) 

 

１) 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 

２) 東京歯科大学市川総合病院産婦人科 

３) 東京女子医科大学医学部総合診療科/女性科 

４) 産業医科大学医学部衛生学 

５) 慶應義塾大学健康保健管理センター 

６) 公立大学法人大分県立看護科学大学 

 

研究要旨  

女性の健康は、身体面、心理面の状態および女性ホルモン動態が各ライフステージに応

じて大きく変化する１）。近年、女性の高学歴化および就業率の上昇に伴う晩婚・晩産化

など社会環境の急激な変化の影響を受け、女性の健康問題が多様・複雑化し、生涯を通じ

た女性の健康支援の重要性について焦点が当てられている。 

本研究では、女性の健康を支援する立場にある地域保健、医療、教育現場、企業（産業）

など各分野の現在の健康支援体制や取組の実態把握とその評価、課題・ニーズの抽出を行

い、今後必要とされる女性の健康教育・支援機関の連携や，テキスト・ガイドラインの作

成，改善すべき対策等について検討し、今後の女性の健康支援対策の一助とすることであ

る。 

女性の健康を支援する立場にある地域保健、医療、教育、産業など、領域を超えた女性

の健康の包括的支援共通ガイドラインは現在なく、領域を超えた連携や人材育成、共通ガ

イドラインが必要であると考えられた。また思春期以降、更年期未満を対象とした女性健

康支援のテキストについては、専門家監修のもと男女向けに国際基準で開発する必要のあ

ることが示唆された。 
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小熊祐子（慶應義塾大学大学院健康マネジ

 



 - 10 - 

メント研究科・スポーツ医学研究センター

 准教授） 

德村 光昭（慶應義塾大学保健管理センタ

ー 教授） 

當仲 香（慶應義塾大学保健管理センター

 保健師） 

樋口 毅（健康経営会議実行委員会 事務

局長） 

本田由佳（国立研究開発法人 国立成育医

療研究センター 研究員） 

山本真由美（岐阜大学保健管理センター

 教授） 

 

Ａ．研究目的        

女性の健康は、生涯を通じて身体的・

精神的に女性ホルモンの動態の影響を受

ける 1)。月経に伴う心身の不調、子宮や

乳房のがん、更年期障害などといった女

性特有の疾患、自己免疫疾患などの性差

のある疾患、妊娠・出産といったリプロ

ダクティブ・ヘルス/ライツなどの視点

を考慮した健康支援をできる人材育成や

その組織、仕組みの構築は十分に行われ

ていない。さらに、わが国では、「女性

の職業生活における活躍の推進に関する

法律（女性活躍推進法）」が制定され、

2016 年 4 月 1 日から、完全施行されてか

ら、女性の労働人口はこの４年間で右上

がりに増加している。一方で、女性特有

の月経随伴症状による社会経済的負担は

年間 6,828 億円に達すると報告されてお

り３）、女性の直面している様々な健康課

題に対応し、それぞれのタッチポイント

で健康支援する社会環境の整備を進める

ことが、「フェアネスの高い社会」「女

性が輝く健やかな社会」につながると考

えられる。しかしながら、我が国の女性

の健康支援は、団体ごと、診療専門科ご

と、職域ごとに診断のための検査や疾病

治療が行われているが、領域を超えた予

防・教育が行われずに縦割りに展開され

ているため、「包括的な女性の健康支

援」が重点課題の一つとされている。こ

の課題に対して、月経関連疾患、閉経、

加齢により損なわれる女性の健康状態を

把握し、個々の問題に対して適切な対応

をしていくには、女性のライフステージ

に関わる組織や支援者が連携すると同時

に、早い時期から横断的・予防医学的に

教育するシステムと、個別・継続的に支

援できるプラットフォームの構築が望ま

れる。そこで、初年度は、女性の健康を

支援する立場にある地域、医療、教育現

場、企業など各分野の女性の健康支援に

関する取組の実態把握とその課題・ニー

ズの抽出を行うことを分担研究者、研究

協力者と共同で行った。 

 

Ｂ．研究方法 

1. 各分野ごとの健康支援の実態 

女性の健康支援、支援者の取組の現状や

課題，女性の健康教育の在り方について、

健康支援体制や取組の実態把握について、

地域保健・医療・教育機関・産業・その他

の5つの健康支援分野（表１）、11領域に

関わる14名の研究分担者と研究協力者が

協力して専門分野の立場と情報をもとに、

インターネット検索やハンドリサーチ、既

存の調査結果を収集し、それぞれの分野の

女性の健康支援の取組の実態を、支援人材

育成の実態、女性の健康支援プログラムの

有無とその詳細、女性の健康支援テキスト

の有無とその詳細、ガイドラインの有無と

その内容、今後の課題等についてまとめた。

各分野の担当府庁省や中核となる団体（学

会など）も含めて明らかにした。 
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2. 分野別健康教育テキストや研修・養成

プログラム（好事例）の検討 

（１）地域保健・医療・教育機関・産

業分野別の女性の健康教育/支

援者研修/システム/テキスト/

ガイドライン等の取組の抽出 

現在、我が国で実施されている女性

の健康教育/支援者研修/システム/テ

キスト/ガイドラインについて、専門分

野の立場と情報をもとに、インターネ

ット検索やハンドリサーチ、既存の調

査結果から収集した取り組みの事例に

ついて、地域保健・医療・教育機関・

産業・その他の5つの健康支援分野別に、

取組内容、ジャンル（健康教育、支援

者研修、システム、テキスト、ガイド

ライン、その他）、取組内容とホーム

ページ、専門家との連携、取組への協

賛制度、支援者・対象者費用負担、女

性健康支援者の職種、女性健康支援対

象者のライフステージと性別について

まとめ、ナラティブな評価を行った。 

 

（２）女性の健康支援の取組におけ

る好事例 

本調査で抽出した女性の健康教育/

支援者研修/システム/テキスト/ガイ

ドライン等の取組の中で、健康支援対

象者に対して、産婦人科医や助産師な

ど女性の健康に関する専門家と連携

がある、健康支援対象者向けの学習の

テキストやリーフレット、パワーポイ

ントを公開しているものを本研究の

好事例とし、地域保健・医療・教育機

関・産業・その他の5つの健康支援分野

別に公開情報がある場合に「地域保

健・医療・教育機関・産業等における

女性の健康支援に関する取組の好事

例」資料として添付した。 

 

Ｃ．研究結果    

 

1. 女性の健康支援領域ごとに健康支援

の実態 

女性の健康支援に取り組んでいる各

分野の健康支援の取組の実態を表２

に示した。また、各分野の担当府庁省

や中核となる団体（学会など）を明ら

かにし、表３に示した。 
女性の健康支援の提供場所、提供内容、
提供者の専門性、支援される女性のラ
イステージなどで分類した取組のま
とめから明らかになった問題点は下
記の通りである。 
 
（１）医療分野 
・日本女性医学学会主催で「女性のヘ
ルスケア研修会」がスタートし、「女
性ヘルスケア専門医」の対象を産婦人
科医のみから他科の医師、メディカル
スタッフのみならず、特に資格がなく
ても女性ヘルスケアの専門家として
認定する制度が2019年度にスタート
したが、未だトータルな女性のヘルス
ケアの専門家は少ないことが予想さ
れた。 
・同研修会の研修項目に準拠した種々
の職種の女性の包括的なヘルスケア
の指導者を育成するための研修制度
はあまりない。 
・思春期世代からのかかりつけ婦人科
医の必要性が種々の場面でいわれて
いる。 
 

（２）教育分野 
・女性アスリート支援のツールや支援
者育成研修・プログラムは充実しつつ
ある。 
・性教育については、中学校学習指導
要領では「受精・妊娠を取り扱い妊娠
の経過は取り扱わない」とされており、
実際の教育現場では学校側が産婦人
科医や助産師などの外部講師派遣を
希望したり、企業が開発した教材の活
用を希望しているケースもあったが、
限られた一部でしか行われていない
ことが明らかになった。 
・2019年3月の子どもの権利条約、「子
どもの権利委員会」から第4回、5回総
合定期報告書として思春期の子ども
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のセクシュアルヘルスおよびリプロ
ダクティブ・ヘルス、精神保健を懸念
される材料と指摘する勧告がだされ
ている。 
・大学生への健康教育の教材は存在し
ており、活用可能である（好事例で示
した）。公立の大学や私立大学には健
康管理センターも存在しない場合が
ある。 
 

（３）地域保健・産業 
・思春期以降の女性の健康支援は、妊
娠・産後・子育て支援、およびメタボ
対策が主流である。 
・近年、妊娠届を出した時に保健師や
産業医と繋がる仕組みや、不妊治療・
がん両立支援の環境は充実しつつあ
る。 
・妊娠前や妊娠に関連しない女性にお
いては医療、予防・健康教育へのタッ
チポイントが希薄である。 
・経済産業省主導で推進している「健
康経営」の認定条件に2018年度から
「女性の健康」がとりあげられたこと
は女性の健康増進に対する推進力に
なっている。 
 

（４）その他 
・医療・保健・産業の現場以外の女性

の健康情報のタッチポイントとして、

IOT（Internet of Things：モノのイ

ンターネット）などの可能性が考えら

れる。 

 

2. 分野別健康教育テキストや研修・養成

プログラム（好事例）の検討 

（１） 地域保健・医療・教育機関・産業

分野別の女性の健康教育/支援者

研修/システム/テキスト/ガイド

ライン等の取組（好事例）の抽出 

 

本研究において、専門分野の立場の

情報をもとにインターネットリサー

チやハンドリサーチ、既存の調査結果

から抽出した情報をもとに抽出した

地域保健・医療・教育機関・産業分野

別の女性の健康教育/支援者研修/シ

ステム/テキスト/ガイドライン等の

取組33事例のそれぞれの取組の内容

を表4から表12に示す。 

 

（２） 女性の健康支援の取組における

好事例 

本調査で抽出した抽出した女性の

健康教育/支援者研修/システム/テキ

スト/ガイドライン等の取組の中で、

産婦人科医や助産師など女性の健康

に関する専門家と連携がある、健康支

援対象者向けの学習のテキストやリ

ーフレット、パワーポイントを公開し

ているものを本研究の好事例で、公開

情報がダウンロードが可能な６事例

についての詳細は「地域保健・医療・

教育機関・産業等における女性の健康

支援に関する取組の好事例」資料とし

て添付した。 

 

D．考察 

我が国における全従業員数（非正規を含）

のうち女性が占める割合は、約４６％(２

０１８年)と報告されており４）、２０１６

年に比較して約２％上昇している。地域保

健・産業分野の健康支援は、思春期以降メ

タボリックシンドローム対策が中心であ

り、女性特有の健康課題、特にヘルスリテ

ラシー向上施策や女性の健康に関する相

談窓口等の設置、制度整備状況や認知度が

低い５）。さらに、月経困難症や月経前症候

群（PMS）に悩む女性も女性従業員の約5割

が女性特有の健康課題などにより職場で

困った経験があると回答していることが

明らかになっている５）。他方、管理者とし

て女性従業員の健康について、対処に困っ

た経験がある項目の第一位は「メンタル」

に関するものであるが、次いで多いのが

「女性特有の健康課題（月経など）」であ
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り、約４割の管理者が対処・対応に困って

いると回答している４）。大須賀らのグルー

プが行った調査で報告されている年間6,8

28億円と予想される月経中の月経随伴症

状による社会経済的負担はのうち７２％

が労働損失によるものと報告されている

ことから３）、女性ホルモン変動に応じた

生涯を通じた女性の健康支援体制の整備

が必要であり1)、それら体制を整えるには、

客観的な根拠（エビデンス）に基づく女性

の健康支援の検討を進めることが平均寿

命の延伸のためにも必要と考える。 

そこで、本研究では、女性の健康を支援

する立場にある地域保健、医療、教育現場、

企業（産業）など各分野の現在の健康支援

体制や取組の実態把握とその評価、課題・

ニーズの抽出を行い、今後必要とされる女

性の健康教育・支援機関の連携や，テキス

ト・ガイドラインの作成，改善すべき対策

等について検討した。 

調査の結果、医療分野では、2019年9月

から一般社団法人 日本女性医学学会主催

で「女性のヘルスケア研修会」がスタート

し、「女性のヘルスケアアドバイザー養成

プログラム」の内容を踏襲しつつ、新たな

テーマを加えながら、原則的に一般社団法

人 日本女性医学学会認定「女性ヘルスケ

ア専門医」研修項目に準拠した内容で、さ

らには、対象者を産婦人科医以外の医療者

などに広げ、開始予定であることが明らか

となった。今回の調査において、女性のラ

イフステージで、地域保健、教育、産業の

現場において、健康維持・増進、予防的な

面から「学校医」「産業医」「プライマリ・

ケア医」「精神科医」「スポーツドクター」

「小児医」「内科医」などが携わるってい

ることが明らかとなったが、それぞれの分

野・領域で、女性の健康に関する基準やガ

イドラインが存在していた。女性一個人が、

人生のライフステージで、様々な分野の医

師と関わる中、統一した女性の健康支援研

修制度や専門医資格の検討が必要と思わ

れた。例えば、一般社団法人 日本女性医

学学会の「女性のヘルスケア研修会」を地

域保健・教育・産業等の分野にも広く周知

させ、「女性ヘルスケア専門医」研修項目

に準拠した知識をもつ広い分野の医師育

成や専門家育成の必要性が考えられた。 

一方、教育の分野では、2020年に東京オ

リンピックが開催されることから、女性ア

スリート支援のツールや支援者育成研修・

プログラムは充実していた。学校における

「保健・体育」からのアプローチでは保健

体育教員または養護教諭が、「家庭科」か

らのアプローチでは栄養教諭が、男女学生

に向けて学習指導要領で記載される女性

の健康の教育を行っているが、学習指導要

領に入らない内容や、妊娠成立以降のこと

については触れるのが難しい場合もあり、

学校側が産婦人科医や助産師などの外部

講師派遣を希望したり、企業が開発した教

材の活用を希望しているケースもあった

が、限られた一部で行われていることが明

らかになった。実際に、婦人科分野の女性

健康教育は、製薬会社・ヘルスケア関連企

業（オムロン ヘルスケア株式会社、花王

株式会社、株式会社ワコール、バイエル薬

品株式会社など）が、食育関係では、食品

メーカー（オハヨー乳業株式会社、ネスレ

日本株式会社など）が、教育教材開発と配

布、出張授業などを行っていて、それらを

活用している学校もある。特に、女性の健

康支援取組事例（No.18）の『かがやきス

クール』は、開始から4年となる2018年3月

時点で、授業実施高校が延べ98校、受講者

数が25,875人（女子16,294人、男子9,581
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人）に達していることから、そのニーズが

大きいことが明らかである６）。また、教育

現場では、男女ともに女性の生涯における

健康を学ぶ機会が欲しいとの声もある。

『かがやきスクール』では男女ともに学ぶ

プログラムに構成されていることが、出張

要望の多い理由の一つであると考えられ

る。教育分野は、「多様性を考慮しつつ性

別にかかわらず全ての学生が一緒に学べ

ること」「専門家の連携」が重要なポイン

トであることが明らかとなった。望まない

妊娠や性感染症への罹患等、性、拒食症・

過食症に関することの研修の実施や講師

派遣、それぞれの年齢に適したカリキュラ

ムを男女ともに提供する環境の構築が必

要であると考えられる。それを実現するに

は、国連機関においてまとめられ2018年に

改訂された「International technical g

uidance on sexuality education」７）を

活用しつつ、女性の健康を支援する立場に

ある専門職の育成に広く活用する教本の

作成と教職員向けの研修の必要性が考え

られる。若い時期から、女性の健康につい

て性別にかかわらず学べる取組の必要性

については、令和元年度「International

 technical guidance on sexuality educ

ation」をとりいれた国際標準のテキスト・

研修の必要性について検討したい。また、

大学生への健康教育や健康管理の充実も

好事例を例に一般化する必要がある。 

地域保健・産業の分野での課題は共通し

ており、思春期以降の女性の健康支援は、

妊娠・産後・子育て支援、およびメタボ対

策が主流である。近年、妊娠届を出した時

に保健師や産業医と繋がる仕組みや、不妊

治療・がん両立支援の環境は充実しつつあ

る。一方で、妊娠前や妊娠に関連しない女

性においては医療、予防・健康教育へのタ

ッチポイントが希薄であり、この年代やこ

の状況の女性の健康に関する予防・健康教

育をどうするかを考える必要がある。 

医療の現場以外の女性のタッチポイン

トで、婦人科科検診などのヘルスチェック

を受けることのメリット・大切さを、女性

誰一人取り残さないように伝えていく必

要があると考えられた。その観点から考え

ると、「女性ヘルスケア専門医」研修項目

に準拠した知識をもつ幅広い人材の育成

と同時に、IOT（Internet of Things：モ

ノのインターネット）を活用した確かな女

性の健康情報の発信が必要で、それぞれの

女性のライフステージ・年齢・生活スタイ

ル・立場・ヘルスリテラシーレベルに応じ

た女性の健康支援情報の仕組みの検討、I

OTを活用して医療分野・専門家である支援

者と健康支援を受ける対象者が繋がり、よ

り早い時期から横断的・予防医学的に女性

の健康を包括的に教育するガイドライン

とプラットフォームの構築が求められる。

その実現には、医療・地域保健・教育・産

業分野といった領域を超えた連携や女性

の健康の包括的支援共通ガイドラインや

世代をこえた男女向けのテキストが必要

と考えられた。 

 

Ｅ．結論 

以上より、女性の健康を支援する立場に

ある地域保健、医療、教育、産業など、領

域を超えた女性の健康の包括的支援共通

ガイドラインは現在なく、領域を超えた連

携や共通ガイドラインが必要であること

が明らかになった。また思春期以降、更年

期未満を対象とした女性健康支援のテキ

ストについては、専門家監修のもと男女向

けに国際基準で開発する重要性が示唆さ

れた。 
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表１ 本研究における5つの女性の健康支援分野の定義 

健康支援分野 定義 

地域保健 地域住民の健康の保持および増進を目的に、地方自治体・市町村が

関わっている疾病予防サービス 

医療 医療機関で行う全ての業務 

教育 心身ともに健康な国民の育成を目的に、学校（小、中、高校、大学）

で行われる教育 

産業 社会的な分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係

るすべての経済活動を行う産業主体（企業、事業体、個人事業主等） 

その他 地域保健、医療、教育、産業に該当しない 
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表 2 女性の健康支援の提供場所とその取組の実態、ガイドライン等についてのまとめ  
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表 3 女性の健康支援に取り組んでいる各分野の中核となる団体（学会など） 

分野 実態把握

女性の健康支援に
関わるガイドライン・
手引書・プログラム

有無

女性の健康支援に関わるガ
イドライン・プログラムの詳細

備考

産婦人科
○女性の包括的支援の実現には領
域を超えた連携が必要と思われた。

プライマリケア

○「女性/妊婦/お母さんに優しい医師
/医療機関になるためのジェネラリスト
の手はじめ12ヵ条」2018年10月版が
発表され、できるだけ多くの女性/妊
婦/お母さんに優しい医師/医療機関
が増える活動仲間を増やすことを目
的に一般社団法人　日本プライマリ・
ケア連合学会 (JPCA)女性医療・保険
委員会(チーム・PCOG)が活動をして
いるが、この取り組みには興味のある
方のみが参加しているので、学会内
でどうしていくかなど、今後の課題

女性外来

公立学校（小・中・
高）

私立学校（小・中・
高）

国立大学

・国立８６校　健康センターが設置基準であり、最低４人スタッフ、医師、看護師、臨床心理
士で運営している。多くの国立大学は、無料の診療所と相談室を持っている。
・学校保健安全法で健康診断は必須事項であり、検診相談が中心となり、健康教育を行っ
ている大学は少ない。
・国立大学の健康管理センターはバライティーとんでいる。
・公立大学には、健康管理センターの設置基準は該当しないので、保健室で対応していると
ころが多いのが現状である。

○厚生労働科学研究費補助金　政策
科学総合研究事業若い男女の結婚・
妊娠時期計画支援に関するプロモー
ションプログラム教材が活用されてい
る。

私立大学
・公益社団法人全国大学保健管理協会が主体となり、定期集会を実施している。フィジカル
とメンタルフォーラムもあり、学習と情報＆ツール共有の場はある。

○助産師が健康管理センター職員で
ある女子大学に、月の２回の婦人科
相談と女性の体を学ぶセミナーを行っ
ているところある。

思春期・女
性のこころ
の健康支援

思春期・こころ

・思春期では、拒食・過食、不登校、ひきこもりが多い。摂食障害になると、一生かかるた
め、予防が重要。女の子だけではなく、男の子も視野に入れた健康教育が必要だが、プロ
グラムはない。食行動異常や鬱・自殺予防プログラムが必要である。
・性教育と疾病予防を含めた、ライフコースヘルスケア教育が必要である。
・子どもの権利条約「子どもの権利委員会」第4・5回統合定期報告書で2019年３月に思春
期の子どものセクシャルヘルス/リプロダクティヘルスおよび精神保健を懸念材料と指摘さ
れ改善勧告を受けている。

●

○家族計画協会「思春期保健セミ
ナー」（思春期保健相談士の認定）
○日本学校保健会「研修」
○文部科学省「研修」
○教育委員会「研修」
○日本医師会「研修」
○日本産婦人科医会「性教育指導
セミナー」

○某大学では、２０１７年から学長の
意見で「学生生活概論１５コマ」スター
ト→これを受けると「プラスピアサポー
ター」になれる
○大学生では拒食症も多いため、某
大学にて、アメリカのスタイ先生考案
「痩せ・食行動異常予防プログラム」を
平成３１年度実施予定。

学校栄養・食育 ● ○幼児期から成人までの栄養教育
は、給食教育、家庭科、総合教育で行
われるが、母親の知識が低いことが
問題で、母親のリテラシーをあげるこ
とが課題である。

地域栄養・食育 ● ○男女の栄養及び食育指導という幅
の広い教育指針と目標の下、スマート
ミールなど、新しい取り組みもスタート
している。

看護師・保
健師がかか
わる女性の
健康支援

地域保健 ・市町村で実施されている健康講座の内容は、いのちの教育、思春期の健康講座、妊娠・
出産、乳がん・子宮頸がん検診受診啓発および骨粗鬆症予防などの従来より市町村で実
施されている内容のものが多い。
・それぞれのライフステージで起こる可能性のある疾病予防の対策は行われているが、子
宮内膜症や子宮筋腫など、近年の晩婚化・晩産化に伴い増加している婦人科系疾患につ
いての健康教育があまり実施されていない。
・今後は、生涯にわたる女性の健康支援という視点からの健康教育が行われることが望ま
れると、報告されている。
・女性に特化した健康づくりという事業の組み立てはほとんどないため、女性の健康につい
て、同じ自治体であってもすべてを網羅的に把握している部署はなく、それぞれの部署がそ
れぞれ実施しているとの報告もある。
（厚生労働科学研究費補助金「女性の健康の包括的支援政策研究事業」女性の健康の社
会経済学的影響に関する研究（代表研究者　飯島佐知子Ｈ２９－００２）学会発表資料より
引用）

● ・ 厚生労働省「子育て世代包括支
援センター業務ガイドライン」
・厚生労働省「健康日本２１」 
・厚生労働省「女性健康支援セン
ター事業」

助産師がか
かわる女性
の健康支援

・母親学級、母乳指導、うつ予防など、妊娠期・子育て期はプログラムが充実している。
・性教育や生涯健康教育を学んだ助産師が存在するが、地域との連携ができていないこと
がある。

● ・ 厚生労働省「子育て世代包括支
援センター業務ガイドライン」 
・日本助産師会「思春期指導実践
マニュアル」

・国立大学保健管理施設協議会
（86校のみ加入）「大学生の健康ナ
ビ（2017）　（日本語版/英語版）」
「キャンパスでの感染症ハンドブッ
ク（日本語版/英語版）」
・若い男女の結婚・妊娠時期計画
支援に関するプロモーションプログ
ラム教材（厚生労働科学研究費補
助金　政策科学総合研究事業成
果）

栄養学の観
点からの女
性の健康支
援

・平成17年6月10日、第162回国会で食育基本法が成立し、 同年7月15日から食育基本法
に基づいた教育が実施された。
・小学校は給食教育、家庭科、総合教育で実施する。
・中学校以降の食育は、家庭科。養護教諭や保健体育教諭でやる場合がある。
・現在の子どもの親世代は知識がないので、保護者への教育実施も課題。
・痩せを少なくする、肥満をなくすも必要だが、情報を読み取るだけではなく、整えて、自炊・
調理まで力をつけないと継続は出来ない。カロリーをとる目的ならお菓子でもよくなってしま
う。食事を整え、しっかり栄養をとる大切さを伝える教育が必要である。
・公益財団法人日本栄養士会は、食に関する指導を行うことを目指し、栄養教諭・学校栄養
職員としての専門性を日々研鑽し、今後の学校給食の発展および国民の栄養・健康に資す
る研修会「平成30年度 学校健康教育事業部全国研修会」を毎年実施している。

・農林水産省「食育基本法」
・厚生労働省「日本人の食事摂取
基準」「食事バランスガイド」
・文部科学省「学習指導要領」
・スマートミール

小児・学校
保健の観点
からの女性
の健康支援

・学校保健会や教育委員会を拠点に、健康教育ツール提供や指導者養成が行われてい
る。
・学習指導要領をもとに、学校教育で実施できるのは、妊娠成立まで。実施内容には地域と
教員のレベルによる差がある。専門家講師で実施する健康教育は、あまり行われていな
い。
・第3期教育振興基本計画（概要）ｐ68　健康の保持・増進に資する生涯学習の推進が書か
れているが、その詳細についてはない。
・子どもの権利条約「子どもの権利委員会」第4・5回統合定期報告書で2019年３月に思春
期の子どものセクシャルヘルス/リプロダクティヘルスおよび精神保健を懸念材料と指摘さ
れ改善勧告を受けている。

●

・文部科学省「学習指導要領」
・英語版：ユネスコ「International 
technical guidance
on sexuality education」

●

女性の健康支援の提供場所とその取組の実態把握、ガイドライン等についてのまとめ (1)

女性ホルモ
ンを中心とし
た女性の健
康支援

・女性の健康啓発を目的に医療発の人材教育を行っており、健康支援者は産婦人科医を
中心に、助産師、保健師、看護師などメディカルスタッフを含む。
・日本女性医学学会は、医師を対象に、「女性ヘルスケア専門医」「女性ヘルスケア指導
医」、メディカルスタッフを対象に「一般社団法人日本女性医学学会専門資格」を発行してい
る。医療の中心的な専門分野は、産婦人科、内分泌代謝内科である。2019年9月から「女
性のヘルスケア研修会」として一般社団法人 日本女性医学学会主催で、対象者を産婦人
科医以外に広げ、開始予定である。l 
・今後の課題として、婦人科疾患率や婦人科系癌の減少させるために、かかりつけ婦人科
医制度が必要であると考える。
・日本医師会が性教育セミアーを実施している
・プライマリケア連合学会ではプログラムはあるが、未だ発展途上で、日本産婦人科学会と
の連携も必要と思われる。
・女性外来分野は、日本女性医療ネットワークが教育を行っているが数が少ない。
・日本産婦人科医会の性教育の講師派遣は行われているが一部と思われる。

●

・日本産婦人科学会「女性のヘル
スケアアドバイザー養成プログラム
・日本女性医学学会「女性ヘルス
ケア専門医」テキスト
１）女性医学ガイドブック－思春期・
性成熟期編－2016年度版
２）女性医学ガイドブック－更年期
医療編－2014年度版
３）女性の動脈硬化性疾患発症予
防のための管理指針　2018年度版
４）骨粗鬆症の. 予防と治療ガイド
ライン
５）HRT ガイドライン 2017 年度版
６）OC・LEPガイドライン 2015年度
版

７）「女性アスリートのヘルスケアに
関する管理指針」2017年版

・日本プライマリ・ケア連合学会女
性医療・保険委員会「ウイメンズヘ
ルスケア　女性診療プログラム」、
「プライマリ・ケア　ウィメンズヘルス
の基本」
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地域保健 ・女性の健康相談事業については、ほとんどの自治体が女性に限定せず、広く住民に対し
健康相談として実施。
・健康講座については、命の教育、赤ちゃんふれあい体験、思春期の心と身体、乳がん、子
宮頸がん検診、更年期の心と身体、妊娠・出産・育児中の女性向けの講座、DV、デート
DV、女性の健康が多かった。パンフレット類の配布については、乳がん、子宮頸がん検診
についてのものが多い。
・女性の健康に関するHP上の情報提供では、乳がん・子宮頸がん検診受診促進や、女性
の健康週間についての周知を行っている自治体が多い。
・女性の健康について、同じ自治体であってもすべてを網羅的に把握している部署はなく、
それぞれの部署がそれぞれ実施している。
（厚生労働科学研究費補助金「女性の健康の包括的支援政策研究事業」女性の健康の社
会経済学的影響に関する研究（代表研究者　飯島佐知子Ｈ２９－００２）学会発表資料より
引用）
・DV 相談：女性のための相談事業と心の健康相談事業などに、自治体では窓口があると
ころが多い。

● ・厚生労働省「健康日本２１」
・ 厚生労働省「子育て世代包括支
援センター業務ガイドライン」
・母子衛生研究会が作成・市販「女
性のための健康」
・厚生労働省「女性健康支援セン
ター事業」

○厚生労働省「女性健康支援セン
ター事業」思春期から更年期に至る女
性を対象とし、身体的・精神的な悩み
に関する相談指導や、相談指導を行
う相談員の研修を実施。

身体活動の
観点からの
地域におけ
る女性の健
康支援

身体活動 ・身体活動（＝生活活動※１ ＋運動※２）全体に着目することの重要性から、「運動基準」
から「身体活動基準」に名称を改められ、身体活動量の増加でリスクを低減できるものとし
て、従来の糖尿病・循環器疾患等に加え、がんやロコモティブシンドローム・認知症が
　含まれることを明確化（システマティックレビューの対象疾患に追加）されているが、女性
ホルモン変動に応じた女性の身体活動指針はない。
・身体活動を推進するための社会環境整備を重視し、まちづくりや職場づくりにおける保健
事業の活用例を紹介している。

● ・厚生労働省「健康づくりのための
身体活動基準2013」
・厚生労働省「健康づくりのための
身体活動指針（ アクティブガイド）」
・厚生労働省「健康日本２１」

○保健指導で運動指導を安全に推進
するために具体的な判断・対応の手
順を示されており、こどもから高齢者
までの基準を検討し、科学的根拠の
あるものについて基準を設定されてい
る。

薬剤師の観
点からの女
性の健康支
援

薬局 ・かかりつけ薬局、ヘルスケア薬局が、女性の健康支援と教育を実施できる可能性はある
が、まだ広まっていない（現在、調査中）。

・厚生労働省「健康サポート薬局事
業」
・NPO法人HAPによる、健康サポー
ト薬局研修

就業 ・健康経営の質をさらに高めるためには、今後は女性の健康についても重要視されてきた。
・健康に対する取り組みは過去メタボ対策が中心であったか◌゙ 、日本の全従業員数のうち
約44%(2016年)をしめる女性の健康に対する取り組みを増やすことて◌゙ 、企業の更なる活性
化につながるとのことで、２018年の健康経営評価に「女性の健康支援の取り組み」につい
て記載する箇所が追加された。
・女性特有の月経随伴症状などによる労働損失は4,911億円と試算されている。健康経営
を通し◌゙ て女性の健康課題に対応し、女性か◌゙ 働きやすい社会環境の整備を進めること
が、生産性向上や 企業業績向上に結尾つくと考えられ、今後就業分野での取り組みが増
えると考えられる。
・働く女性の健康は、産業衛生の黎明期からの重要 課題の1つであり、2015 年に公表され
た国際連合の「持続可能な開発目標」では、働く女性の健康は 3つの目標に関係しており
(SDG3:すべての人に健康と福祉を、SDG5:ジェンダー平等を実現しよう、SDG8:働きか◌゙ い
も経済成長も)、国内およひ◌゙ 国際社会で優先順位の高い到達目標となっていることから、
日本衛生学会が働く女性の健康はどういう状況にあるのか、また働く女性の健康を確保す
るには何が必要かを、多面的な側面から検討しとりまとめているが、女性労働者の労働環
境と労働安全面に関する面からの検討が多く、産業医には周知されていない。

・日本産業衛生学会「提言　働く女
性の健康確保を支援するために」
・国際連合「持続可能な開発目標」

○健康経営ハンドブック2018（経済産
業省）はあるが、女性のライフステー
ジで起こる可能性のある疾病予防の
対策は行われているが、子宮内膜症
や子宮筋腫など、近年の晩婚化・晩
産化に伴い増加している婦人科系疾
患についての健康については記載さ
れていない。

外食産業

中食産業

ヘルスケア産業

フィットネス産業

女性健康ウエブサ
イト

○「女性の健康推進室 ヘルスケアラ
ボ」厚生労働省研究班監修は質の高
いウエブサイトとの声があり、産婦人
科医が監修していたり、省庁のお墨付
きがあるページは必要であると思わ
れた。

女性健康アプリ

がん対策支
援・がん対
策団体

・検診の啓発を多なっている。 ・厚生労働省「がん対策基本法」

アスリート女
性における
健康支援

スポーツ活動 ・女性アスリート健康支援委員会が、女性アスリート、そして全ての女性のために、産婦人
科受診体制の構築と産婦人科疾患の啓発をしている。
・国立スポーツ科学研究センターに、女性アスリートのライフステージとセカンドライフを考慮
した生涯健康を支援する啓発素材や教育プログラムがあるが、一般部活動の現場へは広
まっていない。
・ガイドラインがあっても、審美系スポーツの意識は、変わっていなく独自のガイドラインを持
つ。

● ・スポーツ庁委託事業「女性アス
リートの育成・支援プロジェクト　女
性アスリートの戦略的強化に向け
た調査研究」東大産婦人科チーム
作成の女性アスリート健康教育プ
ログラム
・日本産婦人科学会「女性アスリー
トのヘルスケアに関する管理指針」
・スポーツ庁「運動部活動の在り方
に関する総合的なガイドライン」

マスメディア
の立場から
の女性の健
康支援

新聞・雑誌・書籍 ・特に基準はないが、SDGsに取り組む企業が、SDGsの目標達成に貢献する形での、女性
の健康の情報発信をし始めてきている。

・国際連合「持続可能な開発目標」

女性の健康支援の提供場所とその取組の実態把握、ガイドライン等についてのまとめ (続き)

企業におけ
る女性の健
康支援

2018年スマートミールの基準が設定された。スマートミールは，厚生労働省の「生活習慣病
予防その他の健康増進を目的として提供する食事の目安」（平成 27 年９月）や日本人の食
事摂取基準（2015年版）等を基本とし，さらに給食会社4社の実際のヘルシーメニューの献
立分析を行って決定した基準で、今後認証制度を実施・展開していく。

● ・日本栄養改善学会「スマートミー
ル（「健康な食事・食環境」認証基
準）」

・一部の企業（オムロンヘルスケア、花王、バイエル、ロート製薬など）は実施しているが、
女性のライフステージで起こる可能性のある疾病予防と養育のプログラムやサービス提
供、子宮内膜症や子宮筋腫など、近年の晩婚化・晩産化に伴い増加している婦人科系疾
患についての啓発があまり実施されていない。
・民間がオリジナルのガイドラインを作成しサービスを提供しているが、その内容は不明な
ため、今後整備が必要である。

・女性特有の月経随伴症状などに悩む女性は多いが、婦人科受診のハードルは高く、未受
診女性が多い中、多くの女性は健康情報をウエブから入手していることが今回の調査明ら
かとなった。日本人女性のヘルスリテラシーは低いことから、閲覧するページは個人の采配
に依存しているため、女性健康情報ページの認定制度等が必要と思われる。
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表4 地域保健・医療・教育機関・産業分野別の女性の健康教育/支援者研修/システム/テ

キスト/ガイドライン等の取組（34事例） No.1―4 
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表5 地域保健・医療・教育機関・産業分野別の女性の健康教育/支援者研修/システム/

テキスト/ガイドライン等の取組（34事例） No.5―7 
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表6 地域保健・医療・教育機関・産業分野別の女性の健康教育/支援者研修/システム/

テキスト/ガイドライン等の取組（34事例） No.8―10 
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表7 地域保健・医療・教育機関・産業分野別の女性の健康教育/支援者研修/システム/

テキスト/ガイドライン等の取組（34事例） No.11―14 
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表8 地域保健・医療・教育機関・産業分野別の女性の健康教育/支援者研修/システム/

テキスト/ガイドライン等の取組（33事例） No.15―18 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

- 26 - 

表9 地域保健・医療・教育機関・産業分野別の女性の健康教育/支援者研修/システム/

テキスト/ガイドライン等の取組（33事例） No.18―22 
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表10 地域保健・医療・教育機関・産業分野別の女性の健康教育/支援者研修/システ

ム/テキスト/ガイドライン等の取組（34事例） No.23―26 
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表11 地域保健・医療・教育機関・産業分野別の女性の健康教育/支援者研修/システム

/テキスト/ガイドライン等の取組（33事例） No.27-30 
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表12 地域保健・医療・教育機関・産業分野別の女性の健康教育/支援者研修/システム

/テキスト/ガイドライン等の取組（33事例） No.31―34 
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(資料) 

 


